
添付資料

神戸製鋼所加古川製鉄所に対する県及び市からの指示とそれに対する新協定での対応 

 

県・市からの 
指示 

改善の進捗状況  新協定での対応 

 
・組織を製鉄所長直属に格上げ
・環境部門に操業部門への操業
停止権限を付与 

・要員を増員し、24 時間の監視
体制の整備 

・法令順守のための社員教育の
実施 

 
 
→
 
 
 
→

環境管理(コンプライアンス)の徹底 
 
・命令系統を明確化し、ばい煙等の排出状
況に応じて操業部門に対し、特定施設の
修繕、停止等の適切な指示を行う。（新た
に規定） 
・社員教育等の環境保全に関する意識啓発
（新たに規定） 

環境管理体
制・機能の強
化と意識改革 

・協定の強化  違反時の措置の強化 
・環境影響が考えられる場合は、勧告を経
ずに、県・市が施設の停止等を指示 
基準超過時の措置 
・法令等の基準超過時に、速やかに必要な
措置を講じ、県及び市に報告 
環境保全協議会の活性化 
・協議会の目的の厳格化、住民参加の強化

製鉄所の情報
の開示 

・周辺の公共施設に公開モニタ
ーを新設（加古川市役所、別
府公民館、浜の宮公民館、播
磨町に平成 18 年 9,10 月設
置） 
・地域住民への説明会の実施
（定期的に実施） 

・ホームページでの環境管理デ
ータの公表（平成 18 年６月
度データより公開） 

・環境に関する問い合わせ窓口
の設置（平成 18 年７月開設
済） 

 情報公開 
・左記の対策について、新協定に規定し、
適切な実施について県・市が監視 

環境管理シス
テムの改善 

 
・神鋼が操作できないシステム
を構築（平成 19 年３月工事
完了） 
・第三者によるシステム監査 

 
 
 
 
→

環境管理システムの適正な運用 
・ばい煙等排出量の常時監視 
 
 
・第三者機関による監査（新たに規定） 

ばい煙発生施
設の改善 

・６号ボイラーの石灰定量切出
装置の改善（実施済） 

・５号ボイラーの排ガス循環設
備の更新（実施済） 

・焼結工場の脱硝設備導入（準
備中） 
・ボイラーの自動燃焼制御化、
低 NOx バーナー化（準備中）

 環境対策の強化 
・年間排出量に係る協定値を新設 
・ばいじんに係る協定値を強化 
 

粉じん対策の
徹底 

 
・防じんネットを設置（平成 19
年３月 2.28km 設置済） 

・貯炭・貯鉱ヤードへの防風ネ
ットの設置（準備中） 

・集じん設備、散水設備の設置
・降下ばいじん目標値を設定
（平成 18 年 12 月発表、不溶
性降下ばいじんとして３
t/km2/月以下に設定） 

・粉じん対策の効果の検証（今
後） 

 
→
 
→
 
→
→

環境対策の強化 
・粉じん飛散防止設備の設置（新たに規定）
 
 
 
・集じん設備、散水設備等の協定値を強化
・降下ばいじんの管理目標値の設定（新た
に規定） 

 


